
水道料金改定の必要性について 

 

現行の水道料金については、木更津市域では平成１６年７月に平均改定率１

３．３７％、君津市域では平成２８年４月に平均改定率１６．６２％、富津市域

では平成３１年２月に平均改定率１０．７４％、袖ケ浦市域では平成３１年２月

に平均改定率９．９４％の料金改定を実施し、現在に至っております。 

当企業団設立後、これまでも経営努力等により様々な経費削減に努めてきま

したが、物価上昇等により事業費が大幅に増加する一方、給水人口は将来的に減

少が見込まれ、節水機器の普及や生活スタイルの変化などによる水需要の減少

傾向も続くことにより、安定的な水道料金の確保は厳しいものとなることが予

測されます。 

本来、公営企業会計は独立採算制を基本とするもので、将来にわたり水道水を

安定供給していくためには、水道事業会計の健全化及び経営基盤強化が必要と

なります。 

今回「かずさ水道広域連合企業団広域計画」に基づき、水道料金の算定期間（令

和６年度～令和１０年度）の収支見通しを算出したところ、現行の料金体系では、

君津市域、富津市域、袖ケ浦市域の３市域において令和６年度以降損益収支が赤

字となり、繰越留保資金が広域計画における基準を下回ることから、安定的な水

道事業経営を行うためには令和６年４月１日に料金改定を実施することはやむ

を得ない状況であり、必要な平均改定率は、君津市域で２３．１０％、富津市域

で２６．１５％、袖ケ浦市域で１１．０１％となりました。 

ただし、３市では市民生活に与える影響に配慮し、一般会計から営業助成補助

金を支出することを検討していただいた結果、平均改定率を君津市域で   

１６．００％、富津市域で１３．０７％、袖ケ浦市域で９．８４％に抑制して水

道料金を改定するものです。 

 

  


